日本小児看護学会震災支援事業助成募集
日本小児看護学会
理事長　災害対策委員会委員長　及川郁子

日本小児看護学会では、東日本大震災に関連する災害支援金として、皆さまからの寄付をお願いしてきました。多くの方のご協力に感謝申し上げます。
この震災支援金は、日本小児看護学会が東日本大震災に関連した子どもたちへの、
中・長期的な支援のための活動に使用することを目的としております。
このたび運用基準を設け、会員の皆さまが企画されている、東日本大震災に関連する子どもたちの支援に関する事業（調査・研究を含む）の助成を行うこととなりました。
 (
さらに
延長しました！
)つきましては、「日本小児看護学会震災支援金運用基準」、「日本小児看護学会震災支援金運用基準細則」、ならびに「災害対策運営費申請書報告書（見本）」をお読みいただき、是非ご応募ください。
 (
申請締め切り：
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9
月
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日
）
当日消印有効
申請書類送付先：〒
104-0044
　東京都中央区明石町
10-1
　　　聖路加看護大学内　
日本小児看護学会災害対策委員会
)　
　　　　




応募要領 　　　　「日本小児看護学会震災支援金運用基準」ならびに同「運用基準細則」をお読みください。
○申請者は、日本小児看護学会会員で、個人、グループは問いません。 
○申請書の見本を参考にし、事業計画、経費使用計画（「事業計画書」様式１：申請書①および申請書②）を作成してください。書類はA4サイズで作成してください。
○申請書の送付にあたっては、書類をクリアファイル等に入れて封筒に入れ、上記の宛先を記載してください。また、封筒の表には「震災支援事業助成申請」と赤で記載してください。発送者の住所氏名も記載してください。
○申請にあたっては、以下の内容が入るようにしてください。
 1) 日本小児看護学会の震災支援金の目的である「東日本大震災に関連した子どもたちへの中・　　
長期的な支援のための活動に運用する」旨に貢献し得る事業であること。
2) 事業目的が明確で、計画が十分に検討され、成果が期待されること。 
3) 倫理的配慮がなされていること。
4) 具体的な計画と適正に見積もられた予算にもとづく事業であること。 
○助成金は、1件10万円程度を目安としていますが、交付する事業費の額は、災害対策委員会、理
事会で検討、決定します。選考結果は文書で通知します。
○助成を受けた会員は、2014年3月末までに、「事業終了報告書」（様式2）、「出納帳」（様式3）、領収書を添付した「領収書添付用紙」（様式4）、通帳のコピー、必要に応じて会計報告に関するその他の書類を災害対策委員会まで提出してください。
○本件のお問い合わせについては、下記のメールでお願いします。
　      日本小児看護学会災害対策委員会(相談窓口）  jschnsodan@slcn.ac.jp

